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現状の水害リスクの共有
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※「40㎜/hrの降雨」とは，広島県の河川改修の当面の
整備目標である5～10年に1回の降雨強度に相当。

県管理河川の整備状況

3
広島県河川整備状況

広島県における県管理河川では，40㎜/hr程度の降雨による洪水に対応できない区間が多く残っています。



「平成28年度 土木建築行政の概要」より

広島県河川の概要（平成28年3月31日時点）

水防警報河川等の指定状況
広島県管理河川は499河川あり，一級河川は５水系362河川，二級河川は47水系137河川あります。

県管理河川のうち洪水予報河川に2河川， 水位周知河川に60河川，水防警報河川に37河川を指定し，洪水
（越流）に対する避難勧告等の発令判断の目安となる基準水位を設定しています。（H28.4時点）

広島県管理河川における水防警報河川の指定状況（平成28年4月）
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過去の水害被害
自然災害は，洪水，土砂災害，高潮，津波に分類され，広島県内でも過去に大きな被害が発生しています。

昭和47年7月 豪雨災害（県北）
江の川，馬洗川，西城川の氾濫により市街地水没

（市役所庁舎から三次駅方面を望見）

昭和20年9月 枕崎台風

黒瀬川の氾濫（建設省河川局治水課）

昭和47年7月 豪雨災害（県北）
馬洗川の氾濫で浸水した吉舎町の商店街

（三次市）

平成16年8月 台風16号
住家被害（竹原市）

広島県内における過去の主な水害被害

平成28年6月 梅雨前線豪雨

瀬戸川支川の猪之子川破堤（福山市）

広島県防災Web「過去の災害情報」に一部追記
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破堤

西暦 和暦 月日 災害名

1945 昭和20 9月17日 枕崎台風

1951 昭和26 10月14日 ルース台風

1967 昭和42 7月8日 豪雨災害

1972 昭和47 7月11日 豪雨災害（県北）

1983 昭和58 7月20～23日 豪雨（県北）

県北西部豪雨災害

集中豪雨（県北西部）

1991 平成3 9月27日 台風19号

1993 平成5 7月27日 台風5号

1999 平成11 6月29日 6.29広島土砂災害

2004 平成16 8月30～31日 台風16号

2004 平成16 9月7日 台風18号

2010 平成22 7月11～16日 7月豪雨災害

2016 平成28 6月22～23日 梅雨前線（県東部）

1988 昭和63 7月20～21日



現状の減災に係る取組状況の共有
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河川整備・管理に関する事項～ひろしま川づくり実施計画～

河川整備事業の進捗状況

県の総合計画である「ひろしま未来チャレンジビジョン」を実現するための「社会資本未来プラン」河川部門の
事業別整備計画として，「ひろしま川づくり実施計画2016」を策定しました。

「ひろしま川づくり実施計画2016」では，5つのチャレンジを施策の柱として掲げ，川づくりに取り組みます。

計画の概要：① 計画期間 ： 平成28年度～平成32年度 （５年間） ② 投資予定額 ： 概ね３６０億円

◆ 客観的な事業評価により，優先順位が高い箇所から，計画的な整備を進めた
結果，成果目標を達成する見込み

現行計画の進捗状況と評価

◆ 東北地方太平洋沖地震を契機に南海トラフによる地震や津波への懸念が増大
◆ 8.20広島市土砂災害等を契機に，県民への情報伝達の重要性を再認識
◆ 河道内の堆積土や樹木への県民不安の高まり
◆ 浸水想定区域の想定降雨が最大規模降雨に拡充
◆ 関東・東北豪雨災害により，築堤区間防護の重要性を再認識

現行計画策定後の状況変化

新たな課題

◆ 南海トラフ巨大地震による地盤の液状化や津波への懸念が増大し，
その対策が求められている

◆ 施設の能力を上回る洪水に対し，ソフト対策を用いた防災・減災対策の向上
が求められている

◆ 河川内の堆積土や樹木について計画的な対応が求められている

新計画の見直しの方向性 ■現行プランの5本の施策の柱を継続しつつ，新たな
課題を踏まえ，基本方針の再整理・充実を実施

防災・減災

災害による被害を最小限にするた
めの県土づくりが進んでいます。

既存インフラの機能保全

これまで整備してきた公共土木施
設が適切に維持管理されています。

環境保全

再生可能エネルギーが利用され，
環境への負荷の少ない持続可能
な社会の仕組みの構築が進んで
いるとともに，自然環境の保全が
進んでいます。

河川事業が目指す
県土の将来像

チャレンジⅣ 河川環境の保全と川らしさ復元
（１）水辺の魅力復元と多自然川づくり

チャレンジⅡ 自助，共助，公助による地域防災力の向上
（１） ソフト対策による災害対応力と地域防災力の向上
（２）防災情報の普及促進や出前講座の実施
（３）洪水浸水想定区域の見直し
（４）堤防の浸透・侵食に係る監視強化

チャレンジⅠ 災害の防止・軽減対策の充実・強化
（１）事業箇所別の優先度の明確化と創意工夫による早期効果発現
（２）河口部の地震・高潮対策事業の重点化

チャレンジⅢ 既存施設の適確な運用・管理による安心・安全の継続
（１）既存施設の適確な運用・管理
（２）堆積土等の定期的な調査，管理基準の設定，別途5ヵ年の除去に関する計画の策定
（３）ダムの放流エネルギーを利用した小水力発電によるダム管理機能の向上

チャレンジⅤ 水辺空間を利活用した賑わいづくり
（１）水辺空間の利活用の促進

課題Ⅰ
防災・減災対策の
充実・強化

課題Ⅳ
河川環境の保全と
川らしさの復元

課題Ⅴ
地域活性化のための
賑わいづくりへの対応

チャレンジⅠ
災害の防止・軽減対策の充実・強化

チャレンジⅡ
自助，共助，公助による地域防災力
の向上

チャレンジⅢ
既存施設の適確な運用・管理による
安心・安全の継続

チャレンジⅣ
河川環境の保全と川らしさの復元

チャレンジⅤ
水辺空間を利活用した賑わいづくり

課題Ⅲ
維持管理・更新時代
への対応

課題Ⅱ
想定を超える自然
災害への対応
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河川整備・管理に関する事項～災害の防止・軽減対策①～

広島県管理河川の河川改修事業，高潮対策事業の実施個所の選定にあたり，「客観的な評価指標による優
先順位付け」により全箇所をランク別に区分し，事業実施箇所を決定しました。

河川改修・高潮対策事業の実施箇所 位置図

優先度評価指標
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計画期間における実施箇所表（河川整備計画策定河川）

河川整備・管理に関する事項～災害の防止・軽減対策②～

完成 部分完成 継続

1 京橋・猿猴川 広島市中区・南区 ●

2 府中大川 広島市東区 ●

3 小河原川 広島市東区 ●

4 尾崎川 広島市安芸区・海田町 ●

5 安川 広島市安佐南区 ●

6 根谷川 広島市安佐北区 ●

7 鈴張川 広島市安佐北区 ●

8 湯坂川 広島市安佐北区 ●

9 三篠川（下流） 広島市安佐北区 ●

10 見坂川 安芸高田市向原町 ●

11 大土川 安芸高田市甲田町 ●

12 本村川 安芸高田市甲田町 ●

13 榎川 安芸郡府中町 ●

14 内神川 呉市中央 ●

15 永慶寺川 廿日市市大野中央 ●

16 江の川 北広島町千代田町～大朝町 ●

17 志路原川 北広島町千代田町 ●

18 賀茂川 竹原市竹原町～東野町 ●

19 松板川 東広島市西条町 ●

20 杵原川 東広島市高屋町 ●

21 関川 東広島市志和町 ●

22 入野川 東広島市河内町，高屋町 ●

23 瀬戸川 福山市草戸町～佐波町 ●

24 手城川 福山市東手城町～春日町 ●

25 有地川 福山市駅家町～芦田町 ●

26 加茂川 福山市御幸町～加茂町 ●

27 御調川 府中市父石町～尾道市御調町 ●

28 沼田川（高潮） 三原市明神町～和田町 ●

29 沼田川 三原市新倉町～本郷町 ●

30 梨和川 三原市本郷町 ●

31 大谷川 三次市畠敷町 ●

32 国兼川 三次市向江田町～庄原市七塚町 ●

33 西城川 庄原市宮内町～高町 ●

34 成羽川 庄原市東城町 ●

番号種別

河
川
整
備
計
画
策
定
河
川

整備計画
箇所河川名

完成 部分完成 継続

35 熊野川 広島市安芸区 ●

36 矢口川 広島市安佐北区 ●

37 戸島川 安芸高田市向原町 ●

38 大又川 安芸高田市八千代町 ●

39 瀬野川 安芸郡海田町 ●

40 大谷川 呉市阿賀中央 ●

41 黒瀬川 呉市広・阿賀 ●

42 二河川 呉市焼山～苗代町 ●

43 玖島川 廿日市市友田 ●

44 玖島川 大竹市栗谷町 ●

45 小河内川 北広島町今吉田 ●

46 賀茂川 竹原市仁賀町 ●

47 関川 東広島市志和町 ●

48 猿田川 東広島市黒瀬町 ●

49 沼田川 東広島市福富町 ●

50 椋梨川 東広島市豊栄町 ●

51 藤井川 福山市南今津町 ●

52 本郷川 福山市南今津町 ●

53 藤井川 福山市高西町 ●

54 四川 福山市加茂町 ●

55 阿下川 神石高原町阿下 ●

56 椋梨川 三原市大和町 ●

57 芦田川 三原市大和町 ●

58 宇津戸川 世羅郡世羅町 ●

59 板木川 三次市下志和地町 ●

60 片野川 三次市吉舎町 ●

61 大戸川 庄原市川西町 ●

62 西城川 庄原市西城町 ●

一
定
計
画
河
川

箇所
整備計画

種別 番号 河川名

計画期間における実施箇所表（一定計画河川）

完 成：５ヵ年で計画区間が完成するよう重点整備を行う
部分完成：５ヵ年で計画区間の一定部分※が完成するよう重点整備を行う

※治水効果のある一定区間の整備（暫定断面も含む）
継 続：計画予算の範囲内で事業進捗を図る 9



河川整備・管理に関する事項～治水ダムの整備状況～

広島県内のダムのうち，治水ダム・多目的ダムでは洪水調節を行い下流の河川流量を低減させています。
（治水ダム・多目的ダム：広島県１２基，国土交通省７基）

広島県内ダム 位置図

多目的ダム・治水ダム 一覧表

「広島県のダム」パンフレットより
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岡 ノ 下 川 排 水 機 場

新 安 川 ポ ン プ 場

尾 崎 川 排 水 機 場

大 河 原 排 水 機 場

才 町 川 ポ ン プ 排 水 場

手 城 川 排 水 機 場

木 曽 丸 川 ポ ン プ 排 水 場

坊 寺 排 水 機 場

古 市 排 水 ポ ン プ 場

河川整備・管理に関する事項～排水機場の整備状況～

河川管理施設の排水機場は，洪水や高潮による堤内地への氾濫浸水防止を目的に整備しています。

広島県が管理する排水機場は11箇所あり維持管理計画を策定しています。

維持管理計画に基づく施設の点検や整備・更新等の維持管理により，排水機場を良好な状態に維持し，正常
な機能を確保するよう努めています。

排水機場 一覧表

羽原川排水機場

手城川排水機場

古市排水ポンプ場

坊寺排水機場

木曽丸川ポンプ排水場

才町川ポンプ排水場

大河原排水機場

尾崎川排水機場

新安川排水機場

岡ノ下川排水機場

本川排水機場

広島県管理排水機場 位置図（河川管理施設）

施　設　名 河　川　名 構 成 施 設

西部建設事務所 岡ノ下川排水機場 岡ノ下川（海） 排水機場

防潮水門

流入樋門

吐出樋門

尾崎川排水機場 尾崎川（海） 排水機場

樋門

吐出樋門

新安川排水機場 新安川（太田川） ポンプ場

平成28年5月ﾎﾟﾝﾌﾟ増設 吐出樋門

東広島支所 本川排水機場 本川（海） 排水機場

平成25年9月運用開始 防潮水門

吐出樋門

東部建設事務所 古市排水ポンプ場 天王前川（高屋川） 排水ポンプ場

吐出樋門

坊寺排水機場 小山田川（服部川） 排水機場

排水樋門

流入樋門

才町川ポンプ排水場 才町川（有地川） ポンプ排水場

樋門

吐出樋門

木曽丸川ポンプ排水場 木曽丸川（神谷川） ポンプ排水場

樋門

手城川排水機場 手城川（海） 排水機場

自然排水樋門

吐出樋門

羽原川排水機場 羽原川（海） 排水機場

平成27年7月運用開始 防潮水門

三原支所 大河原排水機場 大河原川（海） 排水機場

樋門

流入樋門

吐出樋門

１１　排水機場

所 管 事 務 所

合　計
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河川整備・管理に関する事項～河川巡視・堤防点検～

12

　河川巡視・堤防点検実施延長　区分図

山付区間 899.4

実施頻度

実施回数

実施時期

実施頻度

実施回数

実施時期

実施方法

実施時期

実施範囲

実施時期

実施範囲

８月～２月

324

低　　

324295

区間区分① 区間区分② 区間区分③ 区間区分④

5,649

295 324 432 4,597

苦情・要望等の連絡があったとき随時

苦情・要望等のあった箇所及びその周辺

はん濫注意水位または５割水深に達する出水があったとき

出水のあった河川（災害調査との調整は行う）

（単位；㎞）

県管理河川　全区間延長

毎年　実施

81.4%7.7%

区間区分①

4,597.4

区間区分③

295.1

築堤区間

重　要　度

295

臨

時

点

検

実施
対象延長

緊

急

点

検

実施
対象延長

年間
実施延長

河

川

巡

視

432.3

出水期前

年１回

年間
実施延長

県管理河川
区間延長

（左右岸計）

5.2% 5.7%

掘込区間

　　高

565

4,597

河川巡視委託

１１月～２月

毎年　実施

5,649

定

期

点

検

162

２年に１回実施

108

年１回

432

4,597

5,649

295

5,649.0

1,285.9

3,463.7

区間区分② 区間区分④

432

４年に１回実施

324.2

H26.8.7

所管事務所  区間区分①(km)  区間区分②(km)  区間区分③(km)  区間区分④(km)  合計(km)

西部建設 88.0 38.6 107.8 786.8 1021.2

呉支所 11.8 11.5 23.9 69.5 116.7

廿日市支所 8.9 5.6 5.9 194.2 214.6

安芸太田支所 27.6 3.6 34.0 497.2 562.4

東広島支所 22.8 68.5 57.5 423.0 571.8

東部建設 63.0 74.0 49.6 655.2 841.8

三原支所 47.3 74.9 80.6 562.8 765.6

北部建設 21.7 41.5 38.7 544.7 646.6

庄原支所 4.0 6.0 34.3 864.0 908.3

合計 295.1 324.2 432.3 4597.4 5649.0

■区間区分集計表 ※評価：堤防区分(1㎞単位；机上調査)＋社会的指標(100m単位；H12国勢調査等)

河川を背後地の状況や地域の特性などに応じた区間に区分（４段階に設定）し，区間区分ごとに河川巡視・堤
防点検の実施頻度を設定し，維持管理を行っています。（河川巡視・堤防点検実施延長（左右岸）：5,649㎞）

（区間区分は，「堤防区分の評価」と「河川背後地の社会的評価」を組合せ，左右岸100mごとに設定）

区間区分の評価項目広島県河川の区間区分設定状況図

H28.4.1



水防に関する事項～重点監視区間の設定～

「浸透・侵食に関する監視の強化について」
（H27.2.24付け国土交通省通知）を踏まえ，広島県
では平成28年度から浸透・侵食により堤防機能に
支障及び変状が生じる可能性が高い区間について，
洪水時の監視体制を強化しています。
（重点監視区間）

平成28年度は，沼田川（延長＝1.2km）及び黒瀬川
（延長＝0.2km）を重点監視区間に設定しました。

二級河川黒瀬川水系黒瀬川（洪水予報区間） 重点監視区間

Ｄ区間

▲町田

13

重点監視区間（D区間） 測点No.64付近

D区間横断図（H28試行時点）

B区間横断図（H28試行時点）

【監視開始】⽔防警報の出動を発表したとき
【監視終了】⽔防警報の解除を発表したとき

※⽔防警報出動の発表時期について
河川⽔位が「氾濫注意⽔位」に達し，なお⽔位上昇が予想され，
災害の⽣ずるおそれがある時に，建設事務所(⽀所)⻑が発表

町田水位観測所

監視開始の
目安となる水位

始点 終点

Ａ 三原 沼田川 七宝 三原市 右 4.80 5.35 0.55

Ｂ 三原 沼田川 船木（七宝） 三原市 右 6.75 7.05 0.30

Ｃ 三原 沼田川 船木 三原市 左 11.35 11.70 0.35

Ｄ 呉 黒瀬川 町田 呉市 左 6.05 6.25 0.20 0.20

1.20

関係市
左右

岸別

距離標 区間長

（ｋｍ）
NO. 事務所 河川名

観測所

受持ち区間

全長

（ｋｍ）

重点監視区間の設定（H28.4）

重点監視区間（Ｂ区間）
測点No.28本市橋付近

監視開始の
目安となる水位

船木水位観測所

二級河川沼田川水系沼田川（洪水予報区間） 重点監視区間

重点監視区間・水位観測所位置図（黒瀬川） 重点監視区間・水位観測所位置図（沼田川）



水防に関する事項～水防資材の整備～

県管理河川では沼田川水系沼田川と黒瀬川水系黒瀬川に河川防災ステーションを整備しています。

沼田川防災ステーションでは，洪水時の内水排除や洪水排水を目的とした排水ポンプ車を配備しています。

県管理河川では，重要水防箇所を定め県内の水防施設に備蓄資材及び器具を保管しており，出水期前には
水防工法講習会を実施しています。

土のう積演習 実施状況
（平成28年5月 水防工法講習会）

沼田川 防災ステーション 黒瀬川 防災ステーション

広島県内の水防施設に保管する備蓄資材及び器具

土

の

う

等

麻

袋

シ

ー

ト

な

わ

ロ

ー

プ

鉄

パ

イ

プ

杭

・

丸

太

鉄

線

か

け

や

の

こ

ぎ

り

く

わ

ペ

ン

チ

ス

コ

ッ

プ

た

こ

づ

ち

か

な

づ

ち

か

す

が

い

な

た

お

の

か

ま

防
水

懐

中

電

灯

枚 枚 枚 巻 ｍ 本 kg 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 本 丁 丁 丁 個

県有 24 270,900 2,540 3,070 845 26,706 4,266 822 145 75 38 47 545 16 12 134 51 33 77 11

市町有 253 638,605 1,360 13,577 3,358 77,496 29,796 1,471 860 521 291 172 4,607 163 263 165 404 320 1,094 659

計 277 909,505 3,900 16,647 4,203 104,202 34,062 2,293 1,005 596 329 219 5,152 179 275 299 455 353 1,171 670

水　　防　　資　　材

区分

倉
庫
数

主　　要　　水　　防　　器　　具

出典：平成28年度 広島県⽔防計画書 ※河川と海岸を含む 14

排水ポンプ車



洪水浸水想定区域図作成対象河川 位置図 浸水深着色区分

想定し得る最大規模の降雨に対する洪水浸水想定区域図イメージ
（一級河川太田川水系京橋川及び猿猴川）

水防に関する事項～洪水に備えた事前準備①～

現在公表している「計画降雨」（河川整備において基本となる降雨）を対象とした浸水想定区域図に加え，新た
に「想定し得る最大規模の降雨」に対する洪水浸水想定区域図の作成に着手しており，順次公表します。

洪水浸水想定区域図に基づく市町の洪水ハザードマップの作成に関する技術的支援を行います。

15

イメージ図



水防に関する事項～洪水に備えた事前準備②～

平成26年8月豪雨を踏まえ，これまで以上に防災力の強化に向けて「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運
動」に合わせ，防災出前講座に積極的に実施しています。

水防月間を中心に，教育機関や報道機関を通じて，防災情報の普及と促進に取り組んでいます。

小学校 中学校 合計

8校 3校 11校

災害から命を守るために必要
な⾏動の習得を通じ，災害時
の「死者ゼロ」を⽬指すとと
もに，未来の防災リーダーの
育成を⽬標として，主に⼩中
学⽣及びその保護者を対象に
出前講座を開催しました。

報道機関との連携・協⼒を通じて，県⺠に向けた防災意識の更なる波及
効果を図ります。

防災出前講座実施件数
（H27.4～H28.3）

■広島県広報番組 ■地域ニュース

■新聞報道
（H27.6.30）

学校の防災教育と連携した防災出前講座の実施 広報連携を通じた普及と啓発

模型説明

防災クイズ
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避難計画等に関する事項～避難勧告等の発令基準の検討①～

「危険水位等の設定要領の改訂について」（H26.4.8付け国土交通省通達）に基づき，広島県では平成28年度
より，洪水予報河川及び水位周知河川で設定している「越水」に対する基準水位の見直しに着手しています。

市町長による避難勧告等の適切な判断と，住民の避難行動に結びつくよう，「住民の避難行動の実態に即し
たリードタイムの検証」を行い，基準水位の見直しに取り組んでいます。

新要領に基づく基準水位の設定に関する考え方

▼氾濫注意水位

危険箇所が越水・溢水
▼するおそれのある水位

▼避難判断水位 避難準備・高齢者等
避難開始の発令

▼氾濫危険水位 避難勧告の発令

各水位を目安とする自治体の行動

避難指示の発令

基準水位観測所
＜例：●●水位観測所＞

• 氾濫危険水位を超過して，なお
水位上昇が見込まれる状況

• 河川水位が堤防を越えるおそれ
が想定される状況水位上昇量

出典：「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン /平成26年9⽉ 内閣府」

• 市町長の避難勧告等の
発令判断の目安

• 河川の氾濫に関する住民への
注意喚起の目安

• 水防団の出動の目安

• 市町長の避難準備・高齢者等
避難開始の発令判断の目安

基準水位を目安とする自治体の行動

出典：「危険⽔位等の設定要領の改訂について/平成26年4⽉ 国⼟交通省」

17



避難計画等に関する事項～避難勧告等の発令基準の検討②～

住民の避難勧告等の発令に携わる職員や関係者の方々で構成するワークショップにおいて，避難勧告等の
発令に関する行動や手順を議論し，時系列毎に行動項目を整理したタイムラインを作成しています。

ワークショップ後には，実地検証を通して，各市町の実態等を考慮した実効性のある基準水位を設定します。

タイムライン作成結果（簡易版）

広

島

県

の

行

動

三
原
市
の
行
動

住
民
の
行
動

沼田川の氾濫を想定した場合の避難行動と基準水位の関係　（七宝水位観測所）

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

600分前 540分前 480分前 420分前 360分前 300分前 240分前 180分前 120分前 60分前 0 氾濫発生

までの時間

越水開始水位 5.62ｍ

氾濫危険水位 *.**ｍ

避難判断水位 *.**ｍ

氾濫注意水位 3.60ｍ

所要時間

20分

氾濫発生

（m）

所要時間

30分

移動時間

105分

避難判断水位に達するまで約370分 氾濫危険水位に達するまで約95分 氾濫発生まで約105分 氾濫発生

水位上昇速度 0.21m/h

（平成22年7月14日洪水相当）

観
測
所
水
位

所要時間

40分

伝達時間

15分

伝達時間

10分

伝達時間

10分

伝達時間

10分

伝達時間

15分

水位到達

を連絡
水位到達

を連絡
水位到達

を連絡

指定避難

所の開設

準備

｢避難準備

情報｣の

発令準備

指定避難

所の開設

｢避難準

備情報｣

の発令

｢避難勧告｣

発令の

準備

｢避難勧告｣

の発令

(要配慮者)

避難準備

開始

(一般住民)

避難準備

開始

(要配慮者)

避難開始

(一般住民)

避難完了

(一般住民)

避難開始

(要配慮者)

避難完了

移動時間

60分

ワークショップで手順や時間を検討します。
実地検証を通して，リードタイムT1，T2を求めます。

リードタイムＴ1リードタイムＴ2

ワークショップ実施状況（行政検証）

実地検証実施状況（住民検証）

行政検証

住民検証
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避難計画等に関する事項～住民への情報伝達①～

広島県河川防災情報システム 洪水ポータルひろしま

広島県河川防災情報システム

雨量，水位，潮位等観測情報
（防災Webへも配信）

水防警報発表状況（河川，海岸）

基準水位・基準潮位到達情報（河川，海岸）

洪水予報河川の水位予測（沼田川，黒瀬川）

ダム情報（貯水位，流入量，放流量）

広島県内における雨量や水位等の観測情報は，水防テレメータシステムにより集約して「広島県防災Web」に
配信しており，確認することができます。（①→広島県HPより【広島県防災Web】をクリック）

気象・水象（河川等）の詳細情報は，「広島県河川防災情報システム」及び「洪水ポータルひろしま」から確認
できます。（②→広島県防災Webより【河川防災情報】をクリック）

河川情報の更なる充実と強化を図り，市町の水防活動と住民の避難行動の迅速化の支援を行います。

①

観測情報広島県防災Web

広島県HP

②

洪水ポータルひろしま

XRain，気象庁レーダ雨量情報の表示（WebGIS）

洪水浸水想定区域図公表（WebGIS）

避難所の表示（WebGIS）
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避難計画等に関する事項～住民への情報伝達②～

避難所

広島県河川防災情報システム 洪⽔ポータルひろしま 地理情報システム（Web‐GIS）に各種情報を表示
（各種詳細情報）

一元集約・演算処理した観測情報と各種発表の確認
（状況把握）

XRAIN

浸水想定区域

WebGIS上で約1/40万から1/2,500（家屋単位）まで縮尺調整

雨量メッシュ情報と観測所情報の重ね合せ

観測所状況

貯水位，流入量，放流量雨量，水位の重ね合せ

水防警報河川の現在水位と発表状況の確認

基準水位超過状況の一覧表示

河川水位

水防情報（河川）

観測情報（河川水位） 観測情報（ダム）

避難所位置の確認
避難所詳細情報
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避難計画等に関する事項～住民への情報伝達③～

・洪水ポータルひろしま：
http://www.kouzui.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx

・河川防災情報システム：
http://www.kasen‐bousai.pref.hiroshima.lg.jp/rivercontents/

・河川防災情報システム（携帯版）：
http://www.kasen‐bousai.pref.hiroshima.lg.jp/mobile/

・河川防災情報システム（スマートフォン版）：
http://www.kasen‐bousai.pref.hiroshima.lg.jp/sp/
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避難計画等に関する事項～雨量観測所配置状況～

44 観測所

19 観測所

15 観測所

81 観測所

4 観測所

河川防災情報システム（行政向け）で受信している観測所

河川系テレメータ雨量局

ダム系テレメータ雨量局

傍受系（中国電力）

傍受系（国土交通省）

傍受系（農林水産省）

323 観測所雨量観測局合計

127 観測所砂防系テレメータ雨量局

33 観測所傍受系（気象庁）

広島県河川防災情報システムにて，323雨量観測所の観測情報を収集・配信しています。

広島県テレメータ雨量観測所配置図

※一般公開は中国電力所管を除く
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避難計画等に関する事項～水位・潮位観測所配置状況～

広島県河川防災情報システムにて，186水位観測所，13潮位観測所の観測情報を収集・配信しています。

87 観測所

26 観測所

11 観測所

58 観測所

4 観測所

河川防災情報システム（行政向け）で受信している観測所

河川系テレメータ水位局

ダム系テレメータ水位局

傍受系（中国電力）

傍受系（国土交通省）

傍受系（農林水産省）

186 観測所水位観測局合計

13 観測所潮位観測局

広島県テレメータ水位・潮位観測所配置図

※一般公開は中国電力所管を除く
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